
令和 5 年度 第２回 東京都北区おたがいさま地域創生会議 次第 

 

                                令和 6 年３月 18 日（月）午後３時 30 分～ 

                  北とぴあ 7F 第一研修室 

 

Ⅰ 開  会 

 

Ⅱ 委員紹介 

 

Ⅲ 議  題 

1. 高齢者あんしんセンターにおける活動状況 

（1）令和 5 年度 地域ケア個別会議 開催状況について 

                              

                                 

 

2. 第１層生活支援コーディネーター活動状況 

（1）令和 5 年度 第１層生活支援コーディネーターの活動報告について          

 

   

（2）令和 5 年度 3 圏域地域包括ケア連絡会報告について     

 

 

 

 

3. その他 

 

 

Ⅳ 閉  会 

 

 

 

 

資料１  委員名簿  

資料２  東京都北区おたがいさま地域創生会議設置要綱 

資料３  令和 5 年度 地域ケア個別会議開催状況について 

資料 4  令和 5 年度 第１層生活支援コーディネーターの活動報告 

資料 5   令和 5 年度 ３圏域地域包括ケア連絡会の報告について 

資料 5-1 赤羽圏域地域包括ケア連絡会報告 

資料 5-2 滝野川圏域地域包括ケア連絡会報告 

資料 5-3 王子圏域地域包括ケア連絡会報告 

   



 

                                        資料１ 

 

東京都北区おたがいさま地域創生会議委員 

 

 

 氏   名 備   考 

藤原 佳典 学識経験者（東京都健康長寿医療センター研究所 副所長） 

碓井 亘 東京都北区医師会代表  

前田 茂 東京都北歯科医師会代表 

阿藤 護 町会・自治会代表   

  荒川 正代 民生委員・児童委員代表 

平井 孝明 地域活動（ボランティア）団体代表 

小松 栄美子 商店街連合会代表 

大場 栄作 介護サービス事業者代表  

卜部 吉文 介護予防事業者代表 

熊木 慶子 地域包括支援センター（生活支援コーディネーター）代表 

小原 宗一  社会福祉協議会（地区担当者・生活支援コーディネーター） 

長久保 雄司 シルバー人材センター事務局長 

村野 重成 福祉部長 

尾本 光祥 健康部長 

寺田 雅夫 まちづくり部長   

【事務局】  
 

高齢福祉課長 関谷 幸子 地域福祉課長 長嶋 和宏 

長寿支援課長 滝澤 麻子 介護保険課長 新井 好子 

地域医療連携推進担当課長 佐藤 已喜人 
 

 
 



    東京都北区おたがいさま地域創生会議設置要綱    資料２ 
 

  ２８北福高第２７７１号 
                      平成２９年３月１３日区長決裁 

 
（設置） 

第１条 高齢者、介護者及びその家族等が住み慣れた地域で安心して、自分らしい

生活を続けることができるよう、地域包括ケアシステムを構築するため、介護保

険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４８第１項

に規定する会議（地域ケア推進会議）及び法第１１５条の４５第２項第５号に規

定する事業を推進するための会議（協議体）として、東京都北区おたがいさま地

域創生会議（以下「創生会議」という。）を設置する。 
 
 （所掌事務） 
第２条 創生会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）地域の情報共有及び連携強化の構築に関すること。 
（２）地域課題の発見及び解決に関すること。 
（３）地域の社会資源の集約及び活用に関すること。 
（４）生活支援体制整備のためのサービス資源の開発、人材育成及び人材確保に

関すること。 
（５）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。 

２ 創生会議で協議された事項は、必要に応じ区長に提言することができる。 

 

 （委員の構成） 

第３条 創生会議は、区長が委嘱又は任命する委員をもって組織し、委員の構成は、

別表のとおりとする。 

 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、前条の委嘱若しくは任命の日から 3 年を経過する日まで又

は東京都北区介護保険条例（平成１２年３月東京都北区条例第１２号）第１４条

に規定する運営協議会の委員としての任期が満了する日のいずれか早い日まで

とする。ただし、任期中に別表の委員の職を離れたときは、委員の職を失うもの

とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は、妨げないものとする。 

 

（会長及び副会長） 
第５条 創生会議に会長及び副会長をそれぞれ 1 人置く。 
２ 会長は委員の互選によってこれを定め、副会長は委員のうち会長が指名する。 
３ 会長は、創生会議を代表し、会務を総理する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 



 

 

 
（招集） 

第６条 創生会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 
２ 創生会議は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くこ

とができる。  
 

（庶務） 
第７条 創生会議の庶務は、福祉部高齢福祉課が処理する。 
   

（委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 
 
 

付 則 
この要綱は、平成２９年３月１３日から施行する。 

付 則 （令和４年３月３日副区長専決３北福高第２６８６号） 
この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

 
 
 
 
 
 
 



 
別 表（第３条関係） 
 

医師代表 
歯科医師代表 
学識経験者 
町会・自治会代表 
民生・児童委員代表 
地域活動（ボランティア）団体代表 
商店街連合会代表 
介護サービス事業者代表 
介護予防事業者代表 
社会福祉協議会（地区担当者・生活支援コーディネーター） 
地域包括支援センター（生活支援コーディネーター）代表 
シルバー人材センター事務局長 
福祉部長 
健康部参事（地域保健担当） 
まちづくり部長 

 



令和５年度 地域ケア個別会議 開催状況について 

  

「地域ケア個別会議」は、多職種協働により、①個別ケースの支援内容、②自立支援に資するケア

マネジメントの支援や支援ネットワーク構築、③地域課題について、把握・検討を行う会議である。 

個別会議で把握された地域課題は、高齢者あんしんセンターの活動の中で把握した課題と合わせ、

日常生活圏域における共通課題として課題解決に向けた検討につなげる。 

 

１．地域ケア個別会議の種類 

（１）地域ケア個別会議 

1 事例について 60～90 分、地域住民も参加し検討を行うもの。 

各高齢者あんしんセンターで 2 事例以上取り組むこととしている。 

 

（２）介護予防のための地域ケア個別会議 

1 事例 45 分で多職種専門職で検討を行うもの。 

 ・概要：対象者の「できること」「したいこと」、暮らす地域の活動やサポートなどの情 

     報に着目して、「自立」「介護予防」について多職種で検討を行う。 

・検討事例：要支援認定者・事業対象者 16 事例 

・事例の提供：居宅介護支援事業所および高齢者あんしんセンターのケアプラン担当者 

・助言者：主任ケアマネジャー、理学療法士、管理栄養士、訪問看護師 

 

２．開催実績（全体） 

（１）件数 

  令和 5 年度（4～2 月末） 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

件数 36（うち介護予防 16） 32（うち介護予防 14） 29 16 

 

（２）事例の世帯状況、認知症の有無（令和５年度 36 事例中） 

世帯状況 対象者数 
認知症の有無 

あり なし 

独居 26 9 17 

高齢者のみ世帯（配偶者、きょうだい）  5 １ 4 

配偶者、子との同居  5 3 2 

 

（３）参加居宅支援事業所数（北区内）（事例提供、助言者、傍聴） 

 ３８事業所 

 

３．会議であげられた課題と取り組みについて（今後の方向性） 

（１）地域ケア個別会議 

①孤立、地域のつながり・見守り 

見守る人が孤立しないサポート 

体制づくり 

・守秘義務にもとづく支援ネットワークの構築、継続 

・見守りのある人間関係は日頃のつながりの延長。 

包容力のある地域づくり 

・携帯電話しかもたない高齢者の増加（区の緊急通報 

システムを利用できない） 

・オートロックマンション居住者の見守り 

ケアマネジャーや支援機関が 

 業務範囲をこえて対応 

・ケアマネジャー支援の体制づくり 

資料３ 



 

②地域の活動づくり・活動へのつなぎ 

１人でも気軽に立ち寄れる場づく

り、しくみづくり 

 

・公園など活動が見えやすい場 

・本人の趣味・特技の把握 

・趣味活動の場の情報収集（隣接区も含め） 

男性の居場所づくり ・参加している男性から参加に関する要因など特性を 

把握する 

地域内に活動はあるが、知られ 

ていない 

・サロン、自主グループ活動の情報発信、見える化、 

周知 

歩行補助具を使ってバスに乗ること

が意外と難しい 

・公共交通機関への理解や支援の依頼 

・散歩や買い物に行く途中で休憩できる場所の把握、 

 見える化、ベンチ等の設置 

 

③訪問系のインフォーマルサービス・サポート 

人と交流したい気持ちはあるが、介

護度が高く外出困難 ・お弁当ご一緒サービスの再開 

・訪問による傾聴ボランティア 外へ出て活動に参加する意欲が低い

人への働きかけ 

 

④その他 

外国人高齢者の増加への対応 ・外国語に対応できる事業所情報、機器類の補助 

・翻訳機、翻訳アプリの利用方法、IT リテラシーを 

本人、支援者が学ぶ機会 

認知症初期の段階で本人、周囲の人

が気づけるとよい 

・気づきの機会づくり 

・健診時に認知症に関するチェック 

 

 

（２）介護予防のための地域ケア個別会議 

①栄養・歯科相談ができる先の情報 

利用者、家族、支援者が気軽に相談で

きる先があるとよい 

・個別会議を通じて認定栄養ケア・ステーションの情 

報や連携について整理、伝達 

・事業への専門職派遣の場の活用 

 

②すでにある事業へのつなぎ 

・本人の不活発な生活状況がある 

が意欲向上への支援が難しい 

・状態は改善しているが、交流の 

場としてデイサービス利用が続 

いている 

・通所型短期集中予防サービス事業の活用 

・地域にある活動の場へのつなぎ 

本人（軽度認知症のような状態像）を

介護する家族の支援 

・家族介護者の支援も含め、認知症初期集中支援事業 

へのつなぎを検討 

 

















      









令和６年３月18日(月) 資料５-１
令和５年度 おたがいさま地域創生会議

令和５年度
赤羽圏域 地域包括ケア連絡会

東十条･神谷高齢者あんしんセンター
西が丘園高齢者あんしんセンター
みずべの苑高齢者あんしんセンター
赤羽高齢者あんしんセンター
赤羽北高齢者あんしんセンター
浮間高齢者あんしんセンター
桐ケ丘やまぶき荘高齢者あんしんセンター
協力︓北区社会福祉協議会

第１層 生活支援コーディネーター



赤羽圏域地域包括ケア連絡会

地域のつながりを広げよう

出会い

つながり

そして一緒に

２０２３．１２．２３



令和3年度「出会い」〜お見合い大作戦〜



令和４年度「つながり」〜知ることから始まる縁〜



国際交流宿舎（AI-House HUB-4)を見学



地域活動団体と東洋大学学生による交流会



令和5年度「出会い つながり そして一緒に」



・開催日時︓令和5年12月23日（土） 10:00〜11:30
・会場 ︓赤羽会館 大ホール
・テーマ ︓「地域のつながりを広げよう」

〜出会い つながり そして一緒に〜
・参加者 ︓48名

地域の団体19名 学生8名 先生2名
北区社会福祉協議会2名 北区区役所9名
赤羽圏域地域包括支援センター8名

連絡会の概要



連絡会の内容
１．開会のあいさつ
２．趣旨・経緯の説明
３．グループワーク

「交流イベントの企画案」作成
４．投票
５．結果発表
６．総評
７．閉会の挨拶
８．アンケート記入



企画書の内容

・イベント名
・具体的な内容
・開催時期
・場所
・周知方法



投票タイム

それぞれの企画書を見て
『いいな』と思ったところに、
チューリップの折り紙を

貼ってください

＊自分のグループには投票しないでね









先生からの総評

地域には、孤立を防ぐという課題がある。季節を感じられるイベントは、高齢者も学生も
参加しやすい。

一緒に活動するなかで学生は高齢者から歴史や伝統を学ぶことができ、また、高齢者
は学生が持っている知識や技術を地域に活かせることができるのではないか。

今の学生は学業の他、アルバイトやサークル活動など忙しい。地域に出て活動してもら
いたいが時間がない。交流イベントを学食などの大学構内で行うと学生も参加しやすく
なる。地域の方も大学に行くという特別な体験ができる。



参加者からの感想
地域の方

・東洋大学学生と交流できて有意義だった。

・何でもよいのでお手伝いできたらと思う。

・お花見とか体操とか体を動かすことなら参加したい。

・飲食の販売や自主製品の販売なら協力できる。

・学生さんも含めていろいろな人と会うことが元気の源。

・大学が近くにあるというアドバンテージを活かして地域の活性化を図れると感じた。

・学生さんたちがキラキラしていた。わくわく感に出会える北区でありますように！！



参加者からの感想
東洋大学生

・企画自体参加できる。

・手話サークルなどのサークルを通して関われるかも。

・SNSやポスター作りなど周知活動。

・東洋大学の学生に期待をかけてもらいうれしい。

・地域の活動を知ることができてうれしい。

・各グループの企画案をみて視野が広がった。

・同グループの方に活動に参加させてもらうこととなり楽しみ。



今後の展開
地域の団体と学生との交流イベント開催

地域の方と学生に定期的に集まり一緒に
イベントについて話し合う

東洋大学ボランティア支援室に学生の参加
や会場のついて相談



資料５-２

令和５年度
滝野川圏域地域包括ケア連絡会

令和５年１１月１５日(水） 開催

滝野川西高齢者あんしんセンター

飛鳥晴山苑高齢者あんしんセンター

滝野川はくちょう高齢者あんしんセンター

昭和町・堀船高齢者あんしんセンター

新町光陽苑高齢者あんしんセンター

協力：北区社会福祉協議会



令和5年度のテーマ

「その人らしい地域とのつながりを見つけよう！partⅡ」

～ちょっとした出会いから生まれるつながり～

テーマには「地域の多様な立場の人が『我が事』として参画し、
人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながること」
という地域共生社会実現の意味が含まれている。

4年度は地域ならではのつながりの重要性に焦点を当て、

フォーマル・インフォーマルの垣根を超え意見交換を行った。

5年度は、その結果生まれた２つの事例を

地域の方々から紹介してもらい、さらに多様なつながりを

推進していくネットワーク会議を行った。

設定の内容



・高齢、障害、児童、企業・商店など多様な分野（シニアクラブ、
町会自治会、自主グループ、障害センター、障害団体、児童館、
介護保険事業者、警察署、金融機関、銭湯）
・フォーマル・インフォーマルの団体の方々32名が出席

①地域協働して行うマルシェ

②ベンチプロジェクト

参加団体

事例



 尾久駅と上中里駅の間の買い物困難エリア

事例①買い物不便エリアへのアプローチ
「貝塚マルシェ」の開催



尾久駅の周辺エリア
梶原銀座商店会さんでは
昔ながらのお店が
少しずつ減って来ていた



梶原銀座商店会の様子を受けて
東京ふれあい生協の活動

２０２２年
４月頃
梶原商店街に八百屋（クロナチュール）の
移動販売を開始（第二・四水曜日）
７月頃
コープデリイベント担当の方が梶原商店街内
でイベントができる場所を探していたため、
事務所前にて不定期にて開催
９月頃
昭和町・堀船高齢者あんしんセンターの生活支
援コーディネーターと合同で、上中里貝塚地域
にてマルシェ開催の準備を進める

買い物不便エリアにどのようにア
プローチできるかを模索



抱えていたお互いの課題を共有し
貝塚マルシェ開催

★マルシェ開催だけでは、買い物困難対策には
ならないが、これをきっかけに地域全体で問題
を共有できれば…と

＜参加団体＞
・貝塚町会
・中央自治会
・花屋
・八百屋
・菓子店
・弁当屋

・障害者施設
・社会福祉協議会
・高齢者あんしんセンター



そして貝塚マルシェ開催後も…
貝塚マルシェに参加した
社会福祉法人ドリームヴィ
運営の「スワンベーカリー」と
買い物困難エリアとしての
地域課題を共有
2月よりドリームヴィさん協力
によりパンの販売を開始。
パン屋がないこの地域の方に
大変喜んでいただいている



高齢者の方が休むベンチがないんです
よね～！！

事例②

「ベンチプロジェクト」

昨年度の連絡会

・買い物に出かけるきっかけになる
・高齢者だけでなく、皆がひと休み出来る

・まちにベンチを置くことで生まれる
小さなコミュニティが期待できる



たばこま訪問看護ステー
ションの田畑さん

高齢者あんしんセンター

「地域にベンチの置き場所ないかな～。
ベンチは、用意できます！！」

どこに設置する
といいだろう？
両者で相談。



西ヶ原エ
リア

西ヶ原エ
リア

滝野川エ
リア

西ヶ原エ
リア

この辺りにベンチがあると
いいな・・



チラシを作ってみました。



令和５年９月19日
第１号ベンチ設置

西ヶ原四郵便局

令和５年9月26日
第2号ベンチ設置

毎日新聞（滝野川）



グループワーク 情報・意見交換
具体的な感想・意見

・さまざまな立場の方と交流ができて良かった。

・普段関りの少ない職種や、地域の方の具体的な話が聞けて、とても
参考になった。

・立場上、お役所的に物事に線引きすることも多々あるが、今後も協
力体制が取れたら良い。

・多分野の方が集まり意見交換、情報提供する機会を定期的に実施
することが必要だと思う。

今後の活動でやってみたいこと、地域力を高めるために必要なこと

・気軽に集まれる場所
・町のあちこちにベンチのような休憩場所が必要

・今日のグループで地域づくりをしたい。いろいろな立場の人が集まり、さまざま
なプログラム、イベントを地域で行いたい。
・過程を通して新たなつながりが生まれると思う。
・ベンチプロジェクトが今後も必要だと思った。
・狭い地域にコミュニティバスをお願いしたい。
・人を思いやるやさしい地域が必要だと感じた。
・児童、高齢、障害の垣根を超えた交流。



まとめ

今後連絡会で取り上げてほしい
テーマ

・障害をもった方とのかかわりに
ついてもっと深めたい
・地域の居場所づくりについて
・災害時にも協力できる地域づ
くりについて
・具体的なイベントの立ち上げ

・事例に触発され、「地域ベンチ」「地域で協働して行うマル
シェ」を実現したい、こんな活動ができるかもという新たな発想
での意見交換がなされた。そこで出た意見の実現を見すえて、
すでに滝野川圏域で勉強会等が行われている。

他区の先行事例「としまベンチプ
ロジェクト」勉強会
























